
                                               広  個  審  第  ２  号 

                                           平成２４年３月２日 

 

 広島市長 松 井 一 實  様  

 

 

                  広島市個人情報保護審議会 

                  会長 西 村 裕 三 

 

 

   保有個人情報不存在決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２３年１１月９日付け○○○○○○○○○で諮問のあったこのことについては、

別添のとおり答申します。 

 （諮問第１３号関係） 
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別添（諮問第１３号関係）                  

 

答   申   書 

 

  平成２３年１１月９日付け○○○○○○○○○で諮問のあった事案（諮問第１３号で受

理）について、次のとおり答申します。 

 

第１  審議会の結論 

 

固定資産の評価に関して、請求者所有の広島市○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○の土地（以下「本件土地」という。）に係る市街化区域及び市街化調整

区域の線引きに関するすべての資料の保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）に対し、広島市長（以下「実施機関」という。）が対象公文書を不存在とした決

定は、妥当です。 

 

第２  異議申立ての趣旨 

 

平成２３年１０月２６日付け異議申立ての趣旨は、異議申立人（以下「申立人」とい

う。）が同月１２日付で行った本件開示請求に対し、実施機関が同月２４日付け○○○○

○○○○○で行った不存在決定（以下「本件不存在決定」という。）を取り消し、本件開

示請求の対象公文書を開示するよう求めているものです。 

 

第３  申立人の主張の要旨 

 

  申立人の異議申立書、意見書及び口頭意見陳述での主張を要約すると、おおむね次の

とおりです。 

１ 本件開示請求は、本件土地に係る市街化区域及び市街化調整区域の区分（以下「区

域区分」という。）等の具体的な根拠となる保有個人情報の資料を求めたものであり、

実施機関が行った本件不存在決定は信じられない。 

２ 実施機関は、平成２３年４月１日付けの申立人あて固定資産課税明細書等で本件土

地の地番ごとに区域区分を示して固定資産税及び都市計画税を課税している。 

そこで、申立人は、面積の根拠となる資料と図面等を入手するため、平成２３年５

月１９日付け及び同年６月９日付けで本件土地に係る固定資産評価に関しての個人情

報について保有個人情報開示請求をし、実施機関は土地一部現況台帳や評価図面等を

開示した。また、同年６月９日付けで本件土地に係る固定資産評価に関しての公文書
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について公文書開示請求をし、実施機関は路線調書や固定資産（土地）評価事務取扱

要領等を全部開示し、鑑定評価書を部分開示した。 

評価図面では、広島市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○となって

おり、その右上に○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と手書き記載され、土地

一部現況台帳の面積と一致する。また、評価図面と公図とでは、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○の位置が大きく異なっている。 

申立人は、これらの土地一部現況台帳や評価図面等からも、現地のどの部分が市街

化区域及び市街化調整区域であるか不明であるとして、実施機関に対し、再度、平成

２３年７月１９日付けで○○○○○○○の面積の根拠となる資料と図面等（以前請求

したもの以外）について保有個人情報開示請求を行ったが、実施機関は既に開示した

文書以外の文書について同年８月２日付けで不存在決定を行った。申立人は、同年８

月２日付けの不存在決定に納得がいかないので、再々度、本件開示請求を行ったもの

である。 

 

第４  実施機関の主張の要旨 

 

    実施機関の説明書及び口頭意見陳述での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

１ 固定資産評価を行うにあたっては、課税担当課が区域区分の線引きを決めるもので

はなく、決定された区域区分が図示されている都市計画図面に沿って、土地一部現況

台帳や評価図面等との照合により、固定資産税及び都市計画税の賦課のために地番を

確定させているものである。 

本件土地に係る固定資産評価に関しての保有個人情報については、申立人から平成

２３年５月１９日付け及び同年６月９日付けで保有個人情報開示請求があり、実施機

関は同年６月１日付け及び同年７月８日付けで土地一部現況台帳や評価図面等を開示

した。また、本件土地に係る固定資産評価に関しての公文書については、同年６月９

日付けで公文書開示請求があり、実施機関は同年７月８日付けで路線調書や固定資産

（土地）評価事務取扱要領等を全部開示し、鑑定評価書を部分開示した。このとき、

都市計画総括図については申立人から対象公文書に含める必要はない旨の申し出があ

った。 

２ その後、申立人から平成２３年７月１９日付けで広島市○○○○○○○○○○○○

○○の面積の根拠となる資料と図面等（以前請求したもの以外）についての保有個人

情報開示請求があったが、本件土地に係る固定資産評価に関しての保有個人情報は既

に全て開示していたため、その他の文書については、同年８月２日付けで不存在決定

したものである。 

３ さらに、申立人が本件開示請求を行ったので、実施機関としては保有する公文書を

確認したところ、広島市都市整備局都市計画課（以下「都市計画課」という。）が作成
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した都市計画総括図の保有は確認できたが、既に開示した文書以外の申立人の個人情

報の保有は確認できなかったため、本件不存在決定を行ったものである。 

  

第５  審議会の判断理由 

 

  当審議会として、検討した結果、以下のとおり判断します。 

１ 本件土地に係る固定資産評価に関しての保有個人情報については、申立人から平成

２３年５月１９日付け及び同年６月９日付けで保有個人情報開示請求があり、実施機

関は同年 6 月 1 日付け及び同年 7 月 8 日付けで土地一部現況台帳や評価図面等を開示

したことが認められます。また、本件土地に係る固定資産評価に関しての公文書につ

いては、同年６月９日付けで公文書開示請求があり、実施機関は同年 7 月 8 日付けで

路線調書や固定資産（土地）評価事務取扱要領等を全部開示し、鑑定評価書を部分開

示したことが認められます。                                  

その後、申立人から平成２３年７月１９日付けで広島市○○○○○○○○○○○○

○○の面積の根拠となる資料と図面等（以前請求したもの以外）についての保有個人

情報開示請求があり、実施機関は本件土地に係る固定資産評価に関しての保有個人情

報は既に全て開示していたため、その他の文書については、同年８月２日付けで不存

在決定したことが認められます。 

２ 本件土地に係る区域区分については、諮問第１２号で答申したとおり、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）に基づき、所定の手続を経て、都市計画決定されてい

ます。 

 一方、実施機関の説明によれば、固定資産評価を行うにあたっては、区域区分の線

引きを行うのではなく、既に決定した区域区分線が図示されている都市計画図を基に、

土地一部現況台帳や評価図面等との照合等により、固定資産税及び都市計画税の賦課

のために地番ごとの区域区分を定めているとのことです。本件土地に係わっては、固

定資産の課税資料から広島市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○は市街化

調整区域に、○○○○○○○は市街化区域にそれぞれ区域区分が定められています。 

３ したがって、本件土地に係る固定資産評価に関しての個人情報は既に申立人に開示

していることに鑑みれば、実施機関が固定資産評価に関する本件土地に係る区域区分

について、個人情報を保有していないとして、本件対象公文書の不存在決定を行った

ことに不合理な点はないと判断するものです。  

   

  以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断するものです。 

 

なお、申立人は、広島市○○○○○○○○○○の現況地目が○○○○○○○に区分

されていることや、評価図面と公図とで本件土地の位置が大きく異なっていることを
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主張されていますが、固定資産評価に関する不服については、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）等に定められている所定の手続を行う必要がある旨付言します。 

 

第６  審議会の処理経過 

 

当審議会の処理経過は、別紙１のとおりです。 
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別紙１ 

審議会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

 ２３．１１． ９  ○○○○○○○○○の諮問を受理（諮問第１３号で受理） 

 

 ２３．１１．２９ 

 （第１回審議会） 

審議 

 ２４． ２． ２ 

 （第２回審議会） 

審議 
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参  考  

 

 

広島市個人情報保護審議会委員名簿（五十音順）  

 

 

氏  名 役 職 名 

大久保 憲章 広島修道大学大学院法務研究科教授 

木下 則子 広島消費者協会理事 

長曽我部 誠 中国新聞社総合編集本部計画担当委員 

西村 裕三     

（会 長） 
広島大学法学部教授 

村上 香乃 弁護士 

 

 

 

 


